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講演する山崎氏

講演する松田室長

近畿情報通信講座2017 in 京都を開催

近畿総合通信局及び近畿情報通信協議会は、9月22日（金）、京都府及び関係する各府県の
情報化推進団体との共催により、「近畿情報通信講座 in京都」を京都市内で開催しました。
本講座は、地域における更なるIoTの実装を推進するために開催したもので、地方自治体や

通信事業者など66名が参加しました。

～地域IoTの実装推進に向けた
地方自治体向け説明会・勉強会を開催～

本講座の第1部では、「地域IoT実装推進に関する地方自
治体向け説明会」が行われ、総務省情報流通行政局地方情
報化推進室の松田昇剛（まつだ しょうごう）室長が、官
民データの活用計画や実装推進に向けたロードマップ、国
のIoT関連予算要求の概要などを説明し、地域IoT実装の推
進力を高めるための「地域IoT官民ネット」の取組など、自
治体・関係団体・民間企業等の「縦・横・斜めの推進体
制」への積極的な参加を呼びかけました。

引き続き行われた意見交換では、大阪大学大学院情報科
学研究科の若宮直紀（わかみや なおき）教授がコーディ
ネーターを務め、上記の講演者に加えて、総務省地域情報
化アドバイザー（神戸市企画調整局創造都市推進部OICT
創造担当部長）の松崎太亮（まつざき たいすけ）氏を招
き、講座出席者を交えて、地域におけるIoT実装に向けて
苦労する点や疑問点、事例の紹介、利活用に向けてのアド
バイスなどが活発に行われました。

第2部では、「地域IoT実装推進に関する勉強会」が行
われました。
自治体における事例として、会津若松市企画政策部企画

調整課の山崎彬美（やまざき あけみ）主幹から、地元の
ICT専門大学との連携による人材育成の推進、地域データ
の収集・分析により行政、農業、観光など様々な分野で
IoTを実装していく「スマートシティ会津若松」の取組が
紹介されました。

意見交換に臨むコーディネーター、
講演者の皆さま

近畿総合通信局では、次回の講座を年度内に開催するな
ど、引き続き地域IoTの実装推進に向けて取り組んで参り
ます。

また、(一財)全国地域情報化推進協会の吉本明平（よしもと あきひら）担当部長から、
自治体がビッグデータを活用するにあたり、自前のシステム構築ではなく、パブリッククラ
ウドを活用していくことの有用性について説明がありました。
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スタートセレモニーの様子
（中央は渡辺会長）

10月はテレビ・ラジオの「受信環境クリーン月間」です。

毎年10月は、「受信環境クリーン月間」として、テレビの映
りが悪い、ラジオに雑音が入るなど、テレビ・ラジオの受信障
害防止のための広報活動が行われます。

～大阪市で受信障害防止のための広報活動を実施～

当日は、渡辺会長及び安藤局長をはじめ、近畿受信環境ク
リーン協議会の構成メンバーがリーフレットを配布したほか、
近畿地方の中学生から募集した「受信環境クリーン図案コン
クール」の入選作品の展示も行われました。

この取組みの一環として、近畿受信環境クリーン協議会（会
長：渡辺尚（わたなべ たかし）大阪大学大学院情報科学研究
科教授）及び近畿総合通信局（局長：安藤英作（あんどう え
いさく））は、10月1日（日）、大阪市北区の地下街ディア
モール大阪で、「受信環境クリーン月間」の広報活動を行いま
した。

また、同時に特設された受信
障害の相談ブースでは、22件の
相談が寄せられました。

近畿総合通信局では、テレビ・ラジオ放送の受信障害
に関する相談窓口を設けております。
【放送部放送課 電話番号：06-6942-8567】
受付時間：平日の午前8時30分から正午まで及び

午後1時から5時15分まで

近畿地域の医療機関における電波利用協議会を設立
～医療機関において安心・安全に電波を利用するために～

近年、医療機関では、医用テレメータなどの電波を利用する機器の活用が進む一方、
医療機関において適切な電波の管理が行われていないために、機器相互の
混信や電波が届かないといったトラブルが増加しています。そのため、総
務省等を構成員とする電波環境協議会の「医療機関における電波利用推進
部会」により、「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手
引き」が策定・公表されました。
これを踏まえ、近畿総合通信局は、この手引きの内容の周知・普及を図

るため、各府県の病院協会及び臨床工学技士会の代表者、携帯キャリア及
び医療機器メーカーの関係者並びに近畿厚生局を構成員とする「近畿地域
の医療機関における電波利用推進協議会」を設立し、平成29年9月12日、
第1回会合を大阪市内で開催しました。 協議会の模様

受信環境クリーン中央協議会HP
http://www.clean-kyou.com/index.html


